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 関市農業委員会総会議事録 

場所：関市役所 大会議室 

○議事日程 

平成２６年４月４日（金曜日）午前１０時００分 開議 

（１）議事録署名委員の指名 

（２）議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

（３）議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請に対する意見について 

（４）議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見について 

（５）議案第４号 事業計画変更申請に対する意見について 

（６）追加議案  平成２５年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）及び 

         平成２６年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案） 

（７）報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による届出について 

 

○出席委員（３３名） 

２番 大竹  誠 君   ３番 東山 武司 君   ４番 粟倉 秀夫 君 

５番 小川 亮二 君   ６番 深川 俊朗 君   ７番 加藤  徹 君 

８番 大澤 慶一 君   ９番 沼田 久男 君  １０番 天野 邦男 君 

１１番 兼村 正美 君   １２番 石木 治男 君  １３番 篠田 権三 君 

１４番 村井 雅之 君    １５番 山田 公平 君  １６番 山本  武 君 

１７番 足立 孝弘 君  １８番 中村 睦明 君  １９番 美濃羽 久 君 

２０番  鈴木  和道 君  ２１番 土屋 尊史 君   ２２番 土屋 顯弘 君 

２３番 丹羽 喜和 君    ２４番 相宮 千秋 君  ２５番 永井 博光 君 

２６番 野村  茂 君  ２８番 長屋  芳成 君  ２９番 日置   香  君 

３０番 藤川   勝 君  ３１番 村上 忠一 君  ３２番 伊佐地鐡夫 君 

３３番 川村 信子 君  ３４番 長尾 初恵 君  ３５番 岩田 幸子  君 

 

○欠席委員（２名） 

２７番  林 修美 君   ３６番 武藤 隆夫 君 

 

○委員以外の出席者 

経済部長        坂井 一弘 君  農業委員会事務局長    玉田 和久 君  

農業委員会事務局課長補佐 長尾 成広 君  農業委員会主任主査     田口  旭 君 

農業委員会事務局係長   内田 千夏 君  洞戸事務所 係長      古田 考幸 君 

板取事務所 係長     長屋 守世 君  武芸川事務所 主査     松井 信弘 君 

武儀事務所 課長補佐   川島 友教 君  上之保事務所 係長     森 太桂弘 君 
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午前１０時００分 開会 

○事務局課長補佐（長尾君） それでは、これから農業委員会総会を始めさせていただきます。

まず、市民憲章のご唱和をお願いします。ご起立ください。 

（市民憲章を唱和） 

ありがとうございました。ご着席ください。それでは、はじめに深川俊朗会長からご挨拶をお

願いします。 

○議長（深川俊朗君） ３月２８日に岐阜県農業会議の総会があり新しい農政の在り方について

説明がありました。制度も色々と変化してくると予測されますが、何かありましたら農務課の担

当者から説明していただきたいと思います。 

それでは、経済部長にあいさつをお願いします。 

○経済部長（坂井一弘君）昨年から農業情勢も色々と変化しています。中間管理機構の創設、六

次産業化による機械の導入、新規就農者への支援、新たな試みとして関市の農業を広く知ってい

ただくために、農家を訪問しての農業体験等様々な事業を新年度も企画しています。農業委員の

皆様にはまた協力していただくことになると思いますがよろしくお願いします。 

○農業委員会事務局長（玉田和久君） 本年度もよろしくお願いします。４月に職員異動があり

ましたので、紹介をさせていただきます。 

（職員紹介） 

今後とも、どうかよろしくお願いします。 

○議長（深川俊朗君） ただ今から、関市農業委員会総会を開催します。本日は、２７番 林修美

委員、３６番 武藤委員が欠席ですが、会議規則第８条により委員の過半数の出席により総会が成

立しました。 

 次に、議事録署名委員の指名を行います。 

３５番 岩田幸子委員、２番 大竹 誠委員のお二人にお願いします。 

 これより、議案の審議に入ります。 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請を議題といたします。事務局の説明を求めま

す。 

○事務局課長補佐（長尾成広君） 議案第１号農地法第３条の規定による許可申請について、説

明させていただきます。 

 農地法第３条の規定により、下記農地の申請があったので、審議を求めます。 

議案の１ページをお願いします。 

 １番の案件は位置図が１ページになります。 

所有権移転で申請地は肥田瀬地内､長良川鉄道富岡駅南東１３０mほどに位置する畑、１５㎡及び

田、２２５㎡です。 

譲受人は、長年、譲渡人の土地を耕作しており、今回、譲受人の永小作権と譲渡人の所有権を交

換し、農業経営の拡大を図りたいというもの。譲渡人は、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというも

のです。 

３月１７日に現地確認をしたところ、畑及び田で農地性有りと確認しました。 

２番の案件は位置図が２ページになります。 

使用貸借権の設定で申請地は上日立集会場の東１５０ｍほどなどに位置する農振農用地である田 

４筆２，４６３㎡です。 
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使用借人は、農業経営の拡大のため、申請地を借用したいというもの。使用貸人は、使用借人の

申し出に応じ貸し付けるというものです。 

使用貸借の期間は、１０年間としています。 

３月１７日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しました。 

３番の案件と同時許可案件です。 

３番の案件は位置図が３ページになります。 

所有権移転で申請地は、上日立集会場の東南東２８０ｍに位置する農振農用地である田、５４８

㎡です。 

譲受人は、申請地を譲り受けて農業経営の拡大を図りたいというもの。譲渡人は、譲受人の申し

出に応じて譲り渡すというものです。 

３月１７日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しました。 

４番の案件は位置図が４ページになります。 

所有権移転で申請地は、千疋体育館の東２００ｍほどに位置する田２筆、１８５０㎡です。 

譲受人は、親である譲渡人より申請地を譲り受け、農業経営の拡大を図りたいというもの。譲渡

人は、高齢により農業経営が困難になってきたため譲受人の申し出に応じ譲り渡すというものです。 

３月１７日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しました。 

５番の案件は位置図が同じく５ページになります。 

所有権移転で申請地は、上之保下名倉地内及び富之保下名倉地内､上之保浄化センターの北東３０

ｍほどに位置する田、４５７㎡、および農振農用地である田、１７２１㎡です。 

譲受人は、農業経営の拡大を図りたいというもの。譲渡人は、農業経営を縮小するため、譲渡人

に譲り渡すものです。 

３月１７日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しました。 

以上、所有権移転に関するもの４件、使用貸借権の設定に関するもの１件、計５件につきまして、

農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。よろし

くご審議をお願いいたします。 

○議長（深川俊朗君） 事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

○ ２番（大竹 誠君） １番について異議ありません。 

○ ３番（東山武司君） ２番、３番について異議ありません。 

○１８番（中村睦明君） ４番について異議ありません。 

○２１番（土屋尊史君）、２２番（土屋顯弘君） ５番について異議ありません。 

○議長（深川俊朗君） これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第１号について、原案のとおり許可

することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第１号の５件を原案のとおり許可することといたします。 

次に、議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請に対する意見についてを議題といたし

ます。事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君） 議案第２号農地法第４条の規定による許可申請に対する意見

について、説明させていただきます。 
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農地法第４条の規定により、下記農地の申請があったので、意見を求めます。 

議案は４ページになります。 

１番の案件は位置図が６ページになります。 

申請地は、肥田瀬地内、長良川鉄道富岡駅北北西３４０ｍほどに位置する国道４１８号線沿いに

ある登記地目は畑、現況地目が宅地１１９㎡です。 

申請人は、申請地の東側に自己の住宅を建築するにあたり、申請地に物置、車庫も併せて建築し

たいというものです。 

３月１７日に現地確認をしたところ、宅地の状況であったため、始末書の添付があります。 

農地の区分は都市計画法の用途地域内のため、第３種農地と判断します。 

２番の案件は位置図が７ページになります。 

申請地は、下有知地内、今宮公民センターの北北西１７０ｍに位置する国道１５６号沿いの田４

筆、３５２８㎡です。 

申請人は、農業経営が困難になってきたため申請地に太陽光発電施設を設置し、売電収入を得て、

生活費に充当したいというものです。 

３月１７日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しました。 

農地の区分は、住宅、事業施設が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

以上２件について、ご審議をお願いします。 

○議長（深川俊朗君） 事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

○３２番（伊佐地鐡夫君） １番について異議ありません。 

○１０番（天野邦男君）  ２番について異議ありません。 

○議長（深川俊朗君） これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第２号について、原案のとおり岐阜

県知事に進達することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第２号の２件を原案のとおり岐阜県知事に進達することといたします。 

次に、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見についてを議題と

いたします。事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君） 議案第３号農地法第５条の規定による許可申請に対する意見

について、説明させていただきます。 

 農地法第５条の規定により、下記農地の申請があったので、意見を求めます。 

 議案は５ページになります。 

１番の案件は位置図が８ページになります。 

使用貸借権の設定で申請地は、鋳物師屋７丁目地内、関中央病院の西１４０ｍほどなどに位置す

る登記地目が田、現況地目が畑２筆、３３６㎡です。 

使用借人は、市外にアパート住まいで、現在の住居が手狭になってきたため、申請地を妻の母か

ら借り受け、自己のための住宅を建築したいというもの。使用貸人である妻の母は、娘の夫の申し

出に応じ、申請地を貸し付けるというものです。 

３月１７日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しました。 

隣接農地の承諾書の添付があります。 
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使用貸借の期間は、３０年間としています。 

農地の区分は都市計画法の用途地域内のため、第３種農地と判断します。 

２番の案件は位置図が９ページになります。 

賃貸借権の設定で申請地は、下有知地内、めぐみの農協本店の西２００ｍほどに位置する県道沿

いの田２筆、５７０㎡です。 

賃借人は、自動車賃貸業を営んでおり、申請地を借り受けて自動車賃貸業店舗を建築したいとい

うもの。賃貸人は、遠方に居住しており、農業経営が困難であったため、賃借人の申し出に応じる

というものです。 

３月１７日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しました。 

農地の区分は、住宅、事業施設が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

賃貸借の期間は、２０年間としています。 

事業計画変更の１番の案件と同時許可案件になります。 

３番の案件は位置図が１０ページになります。 

賃貸借権の設定で申請地は下有知地内、きくいけ整形外科の北東７０ｍほどに位置する田２筆、

９９３㎡です。 

賃借人は、不動産業を営んでおり、申請地を借り受けて建売分譲住宅敷地として利用したいとい

うもの。賃貸人は、多忙により農業経営が困難であったため、賃借人の申し出に応じるというもの

です。 

３月１７日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しました。 

隣接農地の隣地承諾書の添付があります。 

農地の区分は、概ね１０ｈa 以上の一団の農地区域内にあるため、第１種農地と判断しますが、

集落接続の要件を満たしています。 

賃貸借の期間は、５０年間としています。 

４番の案件で位置図は１１ページになります。 

賃貸借権の設定で申請地は下有知地内、今宮公民センターの南２００ｍほどに位置する農振農用

地である畑２筆、２１３㎡です。 

賃借人は、土木建設業をしており、申請地付近にて高速道路の工事を請け負い、申請地を借り受

けて重機等の駐車場や資材置き場として利用したいというもの。賃貸人は、賃借人の申し出に応じ

るというものです。 

３月１７日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しました。 

賃貸借の期間は、２７年４月３０日までの１年間としています。 

５番の案件は位置図が１２ページになります。 

使用貸借権の設定で申請地は、東本郷通５丁目地内、東本郷公園の北西９０ｍほどに位置する田 

２筆、４３９㎡です。 

申請人は、親子で、子である使用借人は、現在居住している賃貸住宅が手狭になってきたため、

申請地を借り受け、自己のための住宅を建築したいというもの。使用貸人である母は、子の申し出

に応じ、申請地を貸し付けるものです。 

３月１７日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しました。 

使用貸借の期間は、６０年間としています。 

なお、農地の区分は都市計画法の用途地域内のため、第３種農地と判断します。 
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事業計画変更の２番の案件と同時許可案件になります。 

６番の案件は位置図が１３ページになります。 

使用貸借権の設定で申請地は、東町地内、東本郷公園の西南西１８０ｍほどに位置する畑、７４

１㎡です。 

申請人は夫婦で、妻である使用借人は、現在住んでいる建物の老朽化や、作業場などのため手狭

になってきたため、申請地を借り受け、自己のための住宅を建築したいというもの。使用貸人であ

る夫は、妻の申し出に応じ、申請地を貸し付けるというものです。 

３月１７日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しました。 

隣接農地の承諾書の添付があります。 

使用貸借の期間は、３５年間としています。 

なお、農地の区分は都市計画法の用途地域内のため、第３種農地と判断します。 

７番の案件は位置図が１４ページになります。 

所有権移転で申請地は、戸田地内､戸田転作促進技術研修センターの南西２００ｍほどに位置する

畑２筆、７７２㎡です。 

譲受人は、現在の住居が手狭になってきたため申請地を譲り受け、自己用の住宅、庭、駐車場を

建築したいというもの。譲渡人は、遠方に居住しており、農業経営が困難になってきたため、譲受

人の申し出に応じ譲り渡すというものです。 

３月１７日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しました。 

隣接農地の承諾書の添付があります。 

なお、農地の区分は、住宅、事業施設が連坦する区域に近接する概ね１０ｈa 未満の農地に該当

するため、第２種農地と判断します。 

８番の案件は位置図が１５ページになります。 

賃貸借権の設定で申請地は新田地内、新田公民センターの南西５０ｍほどに位置する田２筆、  

９７４㎡です。 

賃借人は、テント製造、販売業を営んでおり、申請地を借り受けてテント製造・製作工場及び駐

車場用地として利用したいというもの。賃貸人は、賃借人の申し出に応じるというものです。 

３月１７日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しました。 

隣接農地の承諾書の添付があります。 

賃貸借の期間は、３０年間としています。 

なお、農地の区分は都市計画法の用途地域内のため、第３種農地と判断します。 

９番の案件は位置図が同じく１６ページになります。 

所有権移転で申請地は、小屋名地内、小屋名公民センターの北東２１０ｍほどに位置する登記地

目が畑、現況地目が雑種地、１２０㎡です。 

譲受人は、自らの経営する寺院の参拝者駐車場が手狭になってきたため、申請地を譲り受け駐車

場を整備したいというものです。 

譲渡人は、農地の維持が困難になってきたため、申し出に応じ申請地を譲り渡すというもの。３

月１７日に現地確認をしたところ、雑種地でした。 

農地の区分は、住宅、事業施設が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

事業計画変更の３番の案件と同時許可案件になります。 
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１０番の案件は位置図が１７ページになります。 

所有権移転で申請地は、小屋名地内、小屋名公民センターの北東１７０ｍほどに位置する登記地

目が畑、現況地目が畑一部宅地、３１３㎡です。 

譲受人は、申請地の北側にある住居が手狭になってきたため、申請地を譲り受け、自宅離れ及び

駐車場として整備したいというもの。譲渡人は、譲受人の申し出に応じ申請地を譲り渡すというも

のです。 

３月１７日に現地確認をしたところ、畑一部宅地の状況であったため、始末書の添付があります。 

隣接農地の承諾書の添付があります。 

なお、農地の区分は、住宅、事業施設が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

１１番の案件は位置図が１８ページになります。 

所有権移転で申請地は、武芸川町跡部地内、武儀川 宮前大橋の北東５４０m ほどに位置する登

記地目が畑、現況地目が雑種地４筆、１６８５．７５㎡です。 

譲受人は、申請地を譲り受け、自己用住宅一棟を建築したいというもの。譲渡人は、不動産業を

経営しており、２６年２月に申請地の転用許可を受け所有権を譲り受けたこの案件を、今回、譲受

人の強い申し出に応じ譲り渡すというものです。 

３月１７日に現地確認をしたところ、雑種地でした。 

農地の区分は、周辺に代替地がなく、第２種以外の農地に該当しないと考えられるため、第２種

農地と判断します。 

事業計画変更の４番の案件と同時許可案件になります。 

なお、申請地は、分譲住宅一棟及び盛土をしないため、１０００㎡を超えますが関市開発要綱案

件には該当しないとのことです。 

１２番の案件は位置図が１９ページになります。 

所有権移転で申請地は、洞戸菅谷地内、下菅谷集会場の西５０ｍほどに位置する畑１０筆、 

２７３８．３㎡です。 

譲受人は、申請地を譲り受け、太陽光発電施設を設置したいというもの。譲渡人は、譲受人の強

い申し出に応じ譲り渡すというものです。 

３月１７日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しました。 

なお、農地の区分は、住宅、事業施設が連坦する区域に近接する概ね１０ｈa 未満の農地に該当

するため、第２種農地と判断します。 

事業計画変更の５、６番の案件と同時許可案件になります。 

以上、所有権移転に関するもの５件、賃貸借権の設定に関するもの４件、使用貸借権の設定に関

するもの３件の、計１２件につきまして、ご審議をお願いいたします。 

以上、所有権移転に関するもの８件、賃貸借権の設定に関するもの１件、使用貸借権の設定に関

するもの１件の、計１０件につきまして、ご審議をお願いいたします。 

○議長（深川俊朗君） 事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

○３２番（伊佐地鐡夫君） １番について異議ありません。 

○ ８番（大澤慶一君）  ２番、３番について異議ありません。 

○１０番（天野邦男君）  ４番について異議ありません。 

○ ２番（大竹 誠君）  ５番、６番について異議ありません。 

○１３番（篠田権三君）  ７番について異議ありません。 
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○１６番（山本 武君）  ８番について異議ありません。 

○１７番（足立孝弘君）  ９番、１０番について異議ありません。 

○２５番（永井博光君）  １１番について異議ありません。 

○２６番（野村 茂君）  １２番について異議ありません。 

○議長（深川俊朗君） これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第３号の１２件について、原案のと

おり岐阜県知事に進達することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第３号の所有権移転に関するもの５件、賃貸借権の設定に関するもの４件、使

用貸借権の設定に関するもの３件の、計１２件を岐阜県知事に進達することといたします。 

次に、議案第４号事業計画変更の承認についてを議題といたします。事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君） 農地転用許可後の事業計画変更申請があったので、意見を求めま

す。 

議案は１０ページになります。 

１番の案件は位置図が２０ページになります。 

申請地は、下有知地内、めぐみの農協本店の西２００ｍほどに位置する県道沿いの田、２９０㎡

です。 

当初事業計画者は、昭和４６年８月２８日付け５条の転用許可により、自己用の住宅敷地として

利用する予定であったが、東京に転居することになったため、計画が頓挫したというもの。承継者

は、当初事業計画者より、申請地を譲り受け、自動車賃貸業店舗として利用したいというものです。 

３月１７日に現地確認をしたところ、田と確認しました。 

５条申請の２番の案件と同時許可案件になります。 

２番の案件は位置図が２１ページになります。 

申請地は、東本郷通５丁目地内、東本郷公園の北西９０ｍほどに位置する田２筆、４３９㎡です。 

当初事業計画者は、平成１５年１０月２８日５条転用許可により、一般住宅を建築する予定であ

ったが、資金計画に支障をきたしたため、計画が頓挫したというもの。承継者は、家族が増え、住

居が手狭になってきたため、母である当初事業計画者より、申請地を借り受け、自己用の住宅を建

築したいというものです。 

３月１７日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しました。 

５条申請の５番の案件と同時許可案件になります。 

３番の案件は位置図が２２ページになります。 

申請地は、小屋名地内、小屋名公民センターの北東２１０ｍほどに位置する登記地目が畑、現況

地目が雑種地、１２０㎡です。 

当初事業計画者は、昭和４５年１月２８日５条転用許可により、自己用の住宅を建築する予定で

あったが、資金面や利便性に支障をきたしたため、計画が頓挫していたというもの。承継者は、隣

にて寺院を経営しており、参拝者駐車場が手狭になってきたため、申請地を譲り受け、駐車場とし

て整備したいというものです。 

３月１７日に現地確認をしたところ、雑種地でした。 

５条申請の９番の案件と同時許可案件になります。 
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４番の案件は位置図が２３ページになります。 

申請地は、武芸川町跡部地内、武儀川宮前大橋の北東５４０m ほどに位置する登記地目が畑、現

況地目が雑種地４筆、１６８５．７５㎡です。 

当初事業計画者は、平成２６年２月２８日５条転用許可により、住宅を建築し販売する予定であ

ったが、その後、承継者の強い要望により申請地を譲り受けたいとのことで、今回承継人に譲り渡

すというもの。承継者は、県外に居住しており、申請地が大変気に入り、当初事業計画者より、申

請地を自己用住宅敷地として譲り受け、住宅を建築したいというものです。 

３月１７日に現地確認をしたところ、雑種地と確認しました。 

５条の１１番の案件と同時許可案件になります。 

５番の案件は位置図が２４ページになります。 

申請地は、洞戸菅谷地内、下菅谷集会場の西５０ｍほどに位置する畑２筆、７７９㎡です。 

当初事業計画では、平成１２年３月２８日５条転用許可により、建築資材置き場を建築する予定

であったが、その後、資材置場の利用申し込みがなく、資金計画の目途が立たなかったため、計画

が頓挫したというものです。 

変更後の事業計画は、資材置場敷地の規模を縮小し、地元建築業者に貸し付けたいというもので

す。 

３月１７日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しました。 

最後に６番の案件は位置図が２５ページになります。 

申請地は、洞戸菅谷地内、下菅谷集会場の西５０ｍほどに位置する畑９筆、２６４４．３㎡です。 

当初事業計画者は、平成１２年３月２８日５条転用許可により、建築資材置き場を建築する予定

であったが、その後、資材置場の利用申し込みがなく、資金計画の目途が立たなかったため、計画

が頓挫したというもの。承継者は、申請地を譲り受け、申請地に太陽光発電施設を設置し、太陽光

発電事業を行いたいというものです。 

３月１７日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しました。 

以上、６件につきまして、ご審議をお願いいたします。 

○議長（深川俊朗君） 事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

○ ８番（大澤慶一君）  １番について異議ありません。 

○ ２番（大竹 誠君）  ２番について異議ありません。 

○１７番（足立孝弘君）  ３番について異議ありません。 

○２５番（永井博光君）  ４番について異議ありません。 

○２６番（野村 茂君）  ５番、６番について異議ありません。 

○議長（深川俊朗君） これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

○２１番（土屋尊史君）  昭和４６年に許可したものがそのまま農地になっていて、今回事変

で申請されているが、そんなに昔のものの許可がいまでもいきるというのはいかがなものか。目

的通りに遂行されなかったものは一度、頃合いをみて取消、再申請しないといけないのではない

でしょうか。 

○事務局課長補佐（長尾成広君） 現状の法律では一度許可したものを農業委員会の意向で取り

消すことは不可能です。ただし、農業委員や事務局が、目的通りに遂行されているか確認してい

くことは大事だと考えます。 

○議長（深川俊朗君） 許可後、そのまま放置されて４０年も経過しているのは問題です。今後、
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農業会議とも話し合いながら対応を考えていきたいと思います。そのほかに、質疑のある方はご

ざいませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第４号の６件について、原案のとお

り岐阜県知事に進達することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

 それでは次に、議案第５号平成２５年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）、

平成２５年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）についてを議題といたします。事務局

の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君） 「平成２５年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価 

（案）」及び「平成２６年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）」について説明させていた 

だきます。この点検、評価、活動計画につきましては、平成２１年度より、国から「農業委員会の 

適正な事務実施について」という指導により、「前年度の活動の点検・評価」及び「新年度の目標と 

活動計画」を策定し、地域の農業者からの意見や要望を反映させ、市民への周知を行うものであり 

ます。 

別紙様式１「平成２５年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）」につきまして、 

１ページからは、法令事務に関する点検として、総会開催の周知状況、議事録の公表、農地法、農

地転用、総会での審議等についての点検項目と実施状況についてかかれています。 

６ページからは、法令事務（遊休農地に関する措置）に関する評価、８ページからは、促進等事

務に関する評価として、認定農業者担い手の育成についての現状課題、目標達成に向けた活動、こ

れらの各項目についての地域の農業者からの意見を集約し記入する内容となっております。 

次に別紙様式２「平成２６年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）」につきまして、１ペ 

ージには法令事務（遊休農地に関する措置）、２ページからは、認定農業者担い手の育成について、

それぞれ現状・課題・目標・活動計画等について掲載し、地域の農業者からの意見を集約し記入す

る内容となっております。 

 この案を関市のホームページに１カ月掲載し、市民からもご意見をいただき、計画に反映させた

いと考えております。 

○議長（深川俊朗君） 事務局の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑のあ

る方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第５号について、原案のとおり承認

することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

 議案第５号を原案のとおり決定いたします。 

○事務局課長補佐（長尾成広君） 報告第１号農地法第１８条第６項の規定による届出 賃貸者

の合意解約の届出について、説明させていただきます。 

今回３件の届出があります。議案は２２ページになります。 

番号１の案件は賃借人が古川廣美です。 

富之保地内の農用地内の田２筆、９６４㎡です。 

合意解約日及び土地引き渡し日は、平成２６年２月２８日です。 
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番号２の案件は賃借人が有限会社 芥見農産です。 

山田地内の農用地内の田３筆、３５３９㎡です。 

 合意解約日及び土地引き渡し日は、平成２６年３月１０日です。 

番号３の案件は賃借人が尾口文良です。 

 下有知地内の田２筆、９９３㎡です。 

 合意解約日及び土地引き渡し日は、平成２６年３月１４日です。 

以上をもちまして、議案の審議はすべて終了いたしました。 

その他について事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君） 次回の総会は５月７日午前１０時からの予定です。 

また、４月の主な行事予定は、４月１６日が転用申請等受付締切日で、４月１７日、１８日が転 

用申請等現地確認日で４月２５日が農業会議答申日です。 

○議長（深川俊朗君） これをもちまして閉会といたします。ご苦労様でございました。 

午後１１時１０分 閉会 
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本日の会議の顛末を記録し、相違ないことを証するためここに署名する。 

 

 

議 長        関市西神野６４１番地 

 

 

                                        ○印  

                                                            

 

３５番        関市武芸川町跡部１４０７番地９ 

 

 

                                        ○印  

                                                            

 

２番        関市肥田瀬１６０１番地１ 

 

 

                                        ○印  

                                                            

 


